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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年４月３０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年７月３０日 ２０時４０分ごろ 

発生場所 山口県岩国市所在の錦帯橋上流付近 

 八幡宮四等三角点から真方位２９０°５３５ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１０.１０′ 東経１３２°１０.７４′） 

事故調査の経過  平成２６年８月１日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 鵜飼遊覧船 鵜飼
う か い

１４号、不詳 

   なし、岩国市 

   １０.０５ｍ×２.４５ｍ×０.５７ｍ、木 

   機関なし、不詳 

   第２７０－４７３３０号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 鵜飼船 （船名なし）、不詳  

   なし、岩国市 

   ９.４０ｍ×１.０６ｍ×０.４９ｍ、木 

   機関なし、平成２１年３月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船頭Ａ 男性 ３２歳 

  乗客Ａ１ 女性 ７歳 

乗客Ａ２ 女性 ４３歳 

Ｂ 船頭Ｂ１  男性 ８０歳 

  鵜匠Ｂ 女性 １９歳 

 死傷者等 Ａ 重傷 １人（乗客Ａ１）、軽傷 １人（乗客Ａ２） 

 損傷 Ａ 観覧席左舷船首端の柱及びフェンス並びに観覧席左舷船首下端部

に擦過傷 

Ｂ 船首部に擦過傷 

 事故の経過 Ａ船は、船頭Ａほか船頭２人が乗り組み、乗客３７人を乗せ、錦帯

橋の上流付近の水深約２.７ｍの場所において、双胴船の右船首と左

船首からそれぞれ直径約２０mm、長さ約８.５ｍの化学繊維製錨索が

付いた重さ約６.５kg の錨を投入して錨泊状態とし、両船首部の間に

鵜飼遊覧船（長さ約８.８５ｍ、以下「Ｃ船」という。）を接舷させ、

右船尾部に鵜飼遊覧船３隻を縦列に係留させた。 
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Ａ船は、鵜飼船がその左舷側を流れに沿って順次通過していたとこ

ろ、同様の態勢で接近してきたＢ船が左転し、平成２６年７月３０日

２０時４０分ごろ、その左船首部にＢ船の船首部が衝突した。 

乗客Ａ１及び乗客Ａ２は、観覧席左舷船首端で観覧していたところ、

Ｂ船の左舷船首方の舷外に吊
つ

り下げた篝
かがり

火
び

の籠が観覧席左舷船首端

のフェンスに接触した際、同籠からこぼれ落ちた薪で負傷し、連絡船

で川岸まで運ばれた後、救急車で病院へ搬送され、乗客Ａ１が左大腿

部に全治約１か月のⅡ度熱傷、乗客Ａ２が左下腿部に全治約２週間の

Ⅱ度熱傷とそれぞれ診断された。 

Ｂ船は、船頭Ｂ１、船頭Ｂ２及び鵜匠Ｂが乗り組み、鵜匠Ｂが左舷船

首付近で鵜５羽の鵜飼綱を操りながら鵜飼を行い、船頭Ｂ１が左舷船

尾付近、船頭Ｂ２が右舷中央付近で、船頭Ｂ１の指示の下、それぞれが

櫂
かい

を使用し、川上から約６km/h の対地速力で、Ａ船の左舷側を通過

する態勢で接近した。 

Ｂ船は、Ｃ船の右舷船尾付近を約２ｍ離し、Ａ船の左舷約４ｍ沖を

目指して航行していたところ、突然、船首が左舷方に向いたので、船

頭Ｂ１及び船頭Ｂ２が船首を右方に向けようとしたが、Ａ船に衝突し

た。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船及び錨の状況、写真２ 

Ｂ船の状況、写真３ Ｂ船の篝火の籠の状況 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 西、風力 １、視界 良好 

水象：川の流れ 平穏 

 その他の事項 

 

Ａ船は、右船首の錨索を船首方に約８.５ｍ、左船首の錨索を正船

首から左舷約１０°の範囲内に約６.５ｍ、それぞれ繰り出してい

た。 

鵜飼綱は、直径約３mm、長さ約４.０ｍの化学繊維製ロープの一端

に鵜に結び付ける細索の付いた長さ約３０cm の金属棒が取り付けら

れたものであり、鵜匠Ｂは、同ロープ端から約４５cm の所を持って

鵜飼を行っていた。 

Ｂ船の鵜５羽のうち１羽は、Ｂ船の船首が左舷方に向く前に水中に

潜り始め、衝突直前に水面上に浮上し、本事故後、他の２羽（本事故

直前、Ｂ船の右舷船首側にいた。）と共にＡ船の左船首の錨索に絡ま

っていた。 

船頭Ｂ１は、通常、Ａ船と約５ｍ離して航行していたが、本事故

時、いつもより近いと感じながらも、先航する鵜飼船が問題なく通過

して行ったので大丈夫だろうと思い、先航船の後を追って航行した。 

船頭Ａは、錨索の方向が鵜飼船に分かるように竹竿
ざお

で指し示す慣習

となっていたが、本事故時、Ｃ船の船頭と共にＣ船が左右に振れない

ようにＣ船を保持していたので、竹竿で錨索の方向を指し示していな

かった。 
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一般社団法人岩国市観光協会（以下「岩国市観光協会」という。）

は、岩国市の鵜飼業務、遊覧船業務及びそれに関する業務を受託し、

前鵜飼運営会社（平成２５年１２月３１日に解散）が策定した遊覧船

安全運航管理マニュアルを基に遊覧船及び鵜飼船を運航していたが、

同マニュアルには遊覧船と鵜飼船との保安距離、各船の責任者の選任

及び連絡方法に関する規定がなかった。 

本事故時の鵜飼は、岩国市及び岩国市観光協会が企画したイベント

として実施された。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、錦帯橋の上流付近において、双胴の両船首部の間にＣ船を

接舷させた状態で錨泊中、その左船首部にＢ船の船首部が衝突した 

ものと考えられる。 

船頭Ａは、錨索の方向が鵜飼船に分かるように竹竿で指し示す慣習

となっていたが、Ｃ船の船頭と共にＣ船が左右に振れないようにＣ船

を保持していたことから、竹竿で錨索の方向を指し示すことができな

かったものと考えられる。 

Ａ船は、錦帯橋の上流付近において錨泊中、Ｂ船が左転したことか

ら、Ｂ船に衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、Ａ船の左舷側を通過する態勢で接近中、鵜がＢ船の左船首

の錨索の下を潜行して鵜飼綱と錨索とが交差し、左転した可能性があ

ると考えられるが、その状況を明らかにすることはできなかった。 

船頭Ｂ１は、いつもより鵜飼遊覧船に近いと感じていたが、先航す

る鵜飼船が問題なく通過して行ったので大丈夫だろうと思い、先航船

の後を追って航行したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、錦帯橋の上流付近において、Ａ船が錨泊中、Ｂ船

がＡ船の左舷側を通過する態勢で接近中、Ｂ船が左転したため、両船

が衝突したものと考えられる。 

参考 岩国市観光協会は、本事故後、安全運航管理マニュアルを改訂し、

各船の責任者の選任、遊覧船と鵜飼船との保安距離、遊覧船の投錨 

した錨索の方向の表示、遊覧船の投錨場所付近を航行する際の運航要

領、各船間の連絡方法等を盛り込んだものにするとともに、鵜匠及び

船頭に対して運航に関する安全教育を実施した。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・遊覧船と鵜飼船との保安距離を十分に取ること。 

・遊覧船の投錨した錨索の方向が分かるように表示すること。 

・鵜飼船は、遊覧船の投錨場所付近を航行する際、鵜飼綱を短くし
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て航行すること。 

・鵜飼事業者は、トランシーバー等を携行させるなどして各船間の

連絡手段を確保すること。 

・鵜飼事業者は、上記内容等を規定した安全運航管理マニュアルを

作成するとともに、鵜匠及び船頭に対して運航に関する安全教育

等を定期的に実施すること。 
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写真１ Ａ船及び錨の状況 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観覧席                          錨 

錨索            衝突箇所 

 

 

写真２ Ｂ船の状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ船   衝突箇所    篝火の籠 

 

 

負傷者がいた場所 

篝火の籠が当たった箇所 
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写真３ Ｂ船の篝火の籠の状況 
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